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しまなみ農業だより

柑橘かいよう病本
病
は
各
種
の
か
ん
き
つ
類

に
発
生
す
る
細
菌
性
の
病
気
で

す
。
品
種
に
よ
り
抵
抗
性
が
違

い
、
温
州
み
か
ん
は
比
較
的
か

か
り
に
く
く
、
レ
モ
ン
、
ネ
ー

ブ
ル
や
カ
ラ
な
ど
は
か
か
り
や

す
い
品
種
で
す
（
表
１
）。

春
に
強
風
を
伴
う
雨
が
あ

り
、
台
風
の
襲
来
が
多
い
年
に

は
発
生
が
多
く
見
ら
れ
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

○
被
害
の
様
子

病
斑
は
始
め
白
色
の
小
さ
な

カ
サ
ブ
タ
状
で
、
後
に
拡
大
し

褐
色
の
大
き
な
病
斑
と
な
り
ま

す
。
激
発
す
る
と
枝
に
も
病
斑

が
発
生
し
、
葉
の
病
斑
と
共
に

次
年
度
の
発
生
源
と
な
り
ま
す

（
図
１
）。

○
感
染
経
路
と
発
病
条
件

病
原
菌
は
葉
や
枝
の
病
斑
部

で
越
冬
し
て
お
り
、
新
し
い
病

斑
ほ
ど
有
力
な
感
染
源
と
な
り

ま
す
。
風
雨
な
ど
で
病
原
菌
が

溶
け
出
し
、
気
孔
や
傷
口
か
ら

組
織
内
に
侵
入
し
て
発
病
し
ま

す
。
主
に
菌
の
増
殖
は
３
月
頃

か
ら
始
ま
り
、
適
温
は
25
～

30
℃
で
、
葉
や
果
実
の
組
織
が

柔
ら
か
い
時
期
の
強
風
を
伴
っ

た
多
雨
条
件
で
多
発
し
ま
す
。

こ
の
た
め
、
春
に
気
温
が
高
め

で
強
風
を
伴
っ
た
降
雨
が
あ
る

と
発
生
が
急
激
に
拡
大
し
、
春

芽
や
幼
果
実
で
も
発
生
し
ま

す
。葉

の
気
孔
感
染
は
３
㌢
程
度

に
展
葉
し
た
頃
か
ら
６
月
頃
の

硬
化
期
ま
で
で
、
果
実
の
感
染

は
果
実
の
直
径
５
～
６
㍉
か
ら

８
月
頃
ま
で
で
す
。
た
だ
し
、

台
風
な
ど
の
強
風
に
よ
る
傷
口

感
染
は
10
月
頃
ま
で
葉
、
果
実

と
も
感
染
し
ま
す
が
、
品
種
に

よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。さ
ら
に
、

夏
芽
、
秋
芽
に
ミ
カ
ン
ハ
モ
グ

リ
ガ
の
被
害
が
あ
る
と
、
発
病

し
や
す
い
傾
向
が
あ
り
ま
す

（
図
２
）。

○
防
除
の
ポ
イ
ン
ト
（
表
２
、

３
）

①
発
病
し
や
す
い
品
種
、
昨
年

発
生
が
多
く
見
ら
れ
た
園
で

は
、
発
芽
前
に
銅
剤
で
必
ず
防

除
し
ま
す
。

②
台
風
、
大
雨
、
長
雨
が
予
想

さ
れ
る
場
合
は
、
降
雨
前
の
予

防
散
布
が
効
果
的
で
す
。ま
た
、

発
病
し
や
す
い
品
種
は
天
候
が

回
復
し
た
後
に
再
度
防
除
す
る

の
が
理
想
的
で
す
。

③
発
病
し
た
葉
や
枝
な
ど
は
越

冬
し
次
年
度
の
発
生
源
と
な
る

の
で
、剪
定
時
な
ど
に
切
除
し
、

粉
砕
・
焼
却
等
の
処
理
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
夏
秋
枝
は
ハ
モ

グ
リ
ガ
の
防
除
を
徹
底
す
る
と

と
も
に
、適
期
に
整
理
し
ま
す
。

④
発
病
し
や
す
い
品
種
を
栽
培

す
る
場
合
は
、
風
当
り
の
少
な

い
園
地
に
植
え
る
か
、生
け
垣
、

ネ
ッ
ト
な
ど
で
防
風
対
策
を
行

い
ま
す
。

⑤
苗
木
や
窒
素
過
多
の
樹
は
発

病
し
や
す
い
た
め
、
管
理
に
は

注
意
が
必
要
で
す
。

表１ かいよう病に対する感受性

感受性 品 種

発病しやすい レモン、ネーブル、カラ、
伊予柑

中 甘夏類、セミノール、
はるみ、不知火、せとか

発病しにくい 温州みかん、ユズ

表２ かいよう病の防除時期（レモン）

防除時期 薬 剤
２月～３月 ＩＣボルドー 66Ｄ 40倍
４月 ＩＣボルドー 66Ｄ 80倍＋アビオンE 1000倍
６月上旬 ＩＣボルドー 66Ｄ 80倍

表３ かいよう病の防除時期（中晩柑）

防除時期 薬 剤
３月中下旬 ＩＣボルドー 66Ｄ 40倍
４月 ＩＣボルドー 66Ｄ 80倍＋アビオンE 1000倍
６月中旬

（多発園） ＩＣボルドー 66Ｄ 80倍

応急防除 キンセット水和剤 600倍

発病箇所の切除・粉砕・焼却を

図２ ハモグリガ食害痕に発生した病斑 図１ 枝に発生した病斑
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お知らせ

２
８
０
万
円
以
上
、
２
人
以
上
世
帯
で

３
４
６
万
円
以
上

２
．
平
成
27
年
８
月
か
ら
、
低
所
得
の

方
へ
の
施
設
入
所
等
の
居
住
費
・
食
費

の
軽
減
に
つ
い
て
の
支
給
基
準
が
変
わ

り
ま
す

〈
現
在
〉

施
設
入
所
等
に
か
か
る
費
用
の
う

ち
、
居
住
費
及
び
食
費
に
つ
い
て
は
、

原
則
、
本
人
の
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
低
所
得
の
方
（
住
民
税
非
課
税
世

帯
）
は
、
居
住
費
及
び
食
費
の
負
担
を

軽
減
す
る
補
足
給
付
が
あ
り
ま
す
。

☆
改
正
後

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
も
一
定
以
上

の
預
貯
金
な
ど
の
資
産
※
が
あ
る
場
合

は
、
給
付
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

※
預
貯
金
の
他
、
非
課
税
年
金
で
あ
る

遺
族
年
金
、
障
害
年
金
も
勘
案
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。

３
．
平
成
27
年
４
月
か
ら
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
の
新
規
入
所
対
象
が
変
わ

り
ま
す

〈
現
在
〉

要
介
護
１
～
５
の
方
が
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
で
き
ま
す
。

☆
改
正
後

原
則
、
要
介
護
３
～
５
の
方
に
入
所

が
限
ら
れ
、
要
介
護
１
、２
の
方
は
新

た
に
入
所
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
成
27
年
３
月
末
ま
で
に
入
所
し
て

い
る
要
介
護
１
、２
の
方
は
、
引
き
続

き
入
所
で
き
ま
す
。

４
月
以
降
、
入
院
な
ど
で
一
旦
退
所

し
、
退
院
後
の
再
入
所
は
新
規
入
所
扱

い
に
な
り
ま
す
。

※
要
介
護
１
、２
の
方
で
も
や
む
を
得

な
い
事
情
で
在
宅
生
活
が
著
し
く
困
難

な
場
合
は
、
特
例
で
入
所
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

「
や
む
を
得
な
い
事
情
」
と
は
、
認

知
症
な
ど
で
常
時
見
守
り
が
必
要
、
知

的
障
が
い
や
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り

症
状
が
安
定
し
な
い
、
虐
待
が
疑
わ
れ

る
な
ど
の
場
合
で
、
個
々
の
状
態
を
踏

ま
え
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

４
．
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
限
度
額

の
一
部
が
変
わ
り
ま
す

〈
現
在
〉

介
護
保
険
で
は
、
１
ヶ
月
ご
と
の
利

用
者
負
担
が
限
度
額
を
超
え
た
と
き
、

申
請
に
よ
り
そ
の
超
え
た
額
を
高
額
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
と
し
て
払
い
戻
し
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

☆
改
正
後

そ
の
限
度
額
の
う
ち
、
医
療
保
険
の

現
役
並
み
所
得
※
に
相
当
す
る
方
に
つ

 

介
護
保
険
制
度
が
変
わ
り
ま
す

「
地
域
に
お
け
る
医
療
及
び
介
護
の

総
合
的
な
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法

律
」
の
成
立
に
よ
り
、
介
護
保
険
制
度

が
平
成
27
年
４
月
か
ら
段
階
的
に
改
正

さ
れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
介
護
保
険
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
の
大
き
な
見
直
し

で
す
。

１
．
平
成
27
年
８
月
か
ら
、
一
定
以
上

所
得
が
あ
る
方
の
利
用
者
負
担
が
変
わ

り
ま
す

〈
現
在
〉

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担

割
合
は
、
一
律
１
割
で
す
。

☆
改
正
後

所
得
が
一
定
以
上
あ
る
65
歳
以
上
の

方
に
つ
い
て
の
利
用
者
負
担
割
合
が
、

２
割
に
変
更
と
な
り
ま
す
。

※
一
定
以
上
所
得
者
に
つ
い
て

介
護
保
険
の
「
一
定
以
上
所
得
者
」

と
は
、
次
の
①
②
両
方
に
あ
て
は
ま
る

人
の
こ
と
で
す
。

①
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万

円
以
上

②
同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
人
（
第
１

号
被
保
険
者
）
の
年
金
収
入
＋
そ
の
他

の
合
計
所
得
金
額
が
、
単
身
世
帯
で

平
成
27
年

４
月
か
ら

い
て
、
月
額
３
７
，
２
０
０
円
か
ら

４
４
，
４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
他
の
方
の
限
度
額
に

つ
い
て
は
、
据
え
置
き
と
な
る
予
定
で

す
。

※
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上
で
年
収

が
５
２
０
万
円
（
単
身
世
帯
の
場
合
で

３
８
３
万
円
）
以
上
な
ど
の
方
で
す
。

５
．
要
支
援
の
方
の
訪
問
介
護
と
通
所

介
護
が
変
わ
り
ま
す

〈
現
在
〉

要
支
援
者
は
、
国
の
基
準
に
よ
り
全

国
一
律
の
介
護
予
防
給
付
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

☆
改
正
後

要
支
援
者
向
け
の
訪
問
介
護
・
通
所

介
護
が
市
区
町
村
が
行
う
地
域
支
援
事

業
の
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
へ
移
行
さ
れ
、
サ
ー
ビ
ス
が
多
様

化
さ
れ
ま
す
。

❖
地
域
支
援
事
業
へ
の
移
行
は
、
平
成

27
年
度
～
29
年
度
末
ま
で
に
行
わ
れ
ま

す
。（
移
行
開
始
時
期
は
、
市
区
町
村

に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

上
島
町
で
は
、
実
施
に
向
け
た
準
備

を
今
後
整
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
移

行
時
期
は
平
成
29
年
度
か
ら
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

６
．
平
成
27
年
４
月
か
ら
、
介
護
保
険

料
が
変
わ
り
ま
す




















